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第１ 小問（１）について 
１ Ｐ社は，Ｒ銀行に対し，民法１２１条の２に基づく原状回復請求とし
て５３０万円の返還請求を行うことが考えられる。 

２ Ｐ社とＲ銀行は本件保証契約を締結しており，それに基づきＰ社はＲ
銀行に対して５３０万円を支払っている。そこでＰ社は，本件保証契約
は，取締役会決議を欠く利益相反取引（３６５条１項，３５６条１項３
号）に当たり「無効な行為に基づく債務の履行」があったと主張する。 
⑴ まず，本件保証契約はＰ社とＲ銀行との間における取引行為である
から，３５６条１項２号の直接取引には当たらず，３５６条１項３号
の間接取引該当性が問題となる。「利益が相反する取引」とは，会
社・第三者間の取引であって外形的・客観的に会社の犠牲において取
締役に利益が生じる形の取引行為をいう。本件の主債務者たるＱ社
は，Ｐ社の取締役であるＢが８０％以上の株式を保有しており，Ｂの
親族名義のものと合算すると実質的に全株式をＢが保有していたとい
える。とするとＱ社に帰属する利益は客観的にＢに帰属するといえる
のであり，外形的・客観的にＰ社の犠牲においてＢに利益が生じる形
の取引行為である。したがって，間接取引に当たる。 

⑵ 利益相反取引の承認決議においては，「重要な事実」の開示が必要
となる（３５６条１項柱書）。「重要な事実」とは，利益相反取引が会
社に及ぼす影響を判断するために必要な事実であるが，本件ではＱ社
の株式をＢが保有していたという利益相反を基礎づける基本的な情報
すら開示されておらず，重要な事実の開示を欠く。したがって，本件

決議は，利益相反取引の承認決議とすら評価し得ない。よって，本件
保証契約締結は承認決議を欠く。 

⑶ また，本件決議はＢが議決に加わっている。Ｂが特別利害関係取締
役に当たれば，議決から排除される（３６９条２項）。本項の趣旨は
取締役の忠実義務違反（３５５条）の事前防止と決議の公正性担保に
あるから，特別利害関係とは，取締役が会社の利益よりも個人的利益
を優先する状況が存在し，そのような取締役の参加により公正な決議
ができないおそれがある場合をいう。Ｂは本件の利益相反取締役であ
り，本件保証契約から利益を受ける者といえるから，上記の場合に該
当する。したがって，Ｂは特別利害関係取締役に当たる。 
よって，Ｂが議決に加わった本件決議には瑕疵がある。瑕疵のある

取締役会決議は法の一般原則に従い，決議の結果に影響がないと認め
るべき特段の事情がない限り，無効である。 
Ｂが議決から排除された場合，Ａ及びＣは賛成，Ｄは反対，Ｅは棄

権であるから，賛成２人では「議決に加わることのできる取締役」４
人の「過半数」をみたさず，本件決議は成立しない（３６９条１
項）。したがって，上記特段の事情は認められないから，本件決議は
無効である。 

⑷ よって，本件保証契約は承認決議を欠く利益相反取引に当たる。も
っとも，間接取引の相手方である第三者との関係においては，取引安
全の見地から，当該取引の利益相反取引該当性，及び承認決議の欠缺
につき，当該第三者が悪意であることを主張立証した場合に，会社は
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ったといえ，しかもＢが決議に参加していることは議事録の記載から
明らかであった。専門家たる銀行は決議の法的有効性を慎重に調査す
べきところ，これを怠ったのであるから，Ｒ銀行には決議の無効を知
らなかったことについて過失がある。よって，Ｐ社はＲ銀行に対し，
多額の借財である本件保証契約の無効を主張できる。 

第２ 小問（２）について 
１ Ｐ社はＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ及びＥに対して，任務懈怠責任に基づく損害賠
償請求を行うことが考えられる（４２３条１項）。 

２ まず，Ｂについては，本件の利益相反取引によりＰ社に５３０万円の
「損害」が生じており，Ｂは利益相反取締役であるから，任務懈怠が推
認される（４２３条３項１号）。また，Ａ及びＣについても，承認決議
に賛成しているのであるから同様の推定が及ぶ（同項３号）。さらに，
Ｅは確かに棄権しているが，棄権は「議事録に異議をとどめ」たとはい
えず，決議に賛成したものと推定され（３６９条５項），３号の推定も
及ぶ。これに対し，本件決議に反対したＤに推定は及ばないため，任務
懈怠の事実を主張すべきであるが，その内容としては①本件決議の無効
又は承認決議の欠缺を理由とする法令違反，②利益相反取引に係るＢの
忠実義務違反（３５５条）及びＡ，Ｃ，Ｄ及びＥの善管注意義務違反
（３３０条，民法６４４条）が考えられる。Ｐ社は，上記を前提に各役
員の帰責事由（４２８条），損害，因果関係の主張をすることになる。 

３ 上記の検討の結果，複数の取締役がＰ社に対して損害賠償義務を負う
場合，これらは連帯債務となる（４３０条）。        以 上 

第三者に対して無効を主張できる。 
   本件で，Ｒ銀行が，Ｂが利益相反取締役であること，又は本件決議

が無効であること，若しくは本件決議が承認決議に当たらないことに
ついて悪意であったことをＰ社が立証した場合、Ｐ社はＲ銀行に対し
本件保証契約の無効を主張できる。 

３ 第２に，本件保証契約は，取締役会決議を欠く多額の借財に当たり無
効であると主張する。 
⑴ 保証契約の締結は「借財」に当たるが，本件保証契約が「多額の借
財」に当たれば取締役会決議を要する（３６２条４項２号）。「多額の
借財」該当性は，借財の額，会社の総資産・経常利益等に占める割
合，借財の目的及び会社における従来の取扱い等の事情を総合的に考
慮して判断する。そして，主債務の額は５００万円であり，比較的大
きい。たしかに，これがＰ社の総資産に占める割合は０．５％である
が，Ｐ社の定款によると，３００万円以上の債務保証には取締役会決
議を要するというのが従来の取扱いである。よって，総合的に見ると
本件保証契約は多額の借財に当たる。 

⑵ そして，前述のように本件決議は無効であるところ，取締役会決議
を欠く多額の借財の効力について，代表取締役は業務に関する一切の
行為をする権限を有することに鑑みれば，内部的意思決定を欠くにと
どまり原則として有効であるが，相手方が決議を欠くことにつき悪意
有過失の場合は無効である。本件で，Ｒ銀行は与信先であるＱ社の審
査においてＱ社の株主構成及び大株主Ｂの存在を知ることは容易であ
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